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■ 接続仕様

・ リモート保守環境への接続には保守業者ごとにインターネットへの接続回線が必要となります。

・ リモート保守環境への接続には県庁貸出専用端末が必須となります。

・ 接続回線の帯域には、ISDN回線以上（ADSL以上が推奨）の通信速度が必要となります。

・ 保守対象となる機器との通信はTCP/IPでのリモート接続可能な機器が対象となります。

・ 保守用ツール（ソフトウェア）の仕様などにより、リモート保守環境では利用出来ない場合があります。

・ 保守対象となる機器のセキュリティ対策が不十分な場合は、リモート保守環境の利用を許可しない場合

があります。

・ システムの運用状況によっては緊急停止する場合があります。

■ 制限事項

・ 接続を行う際には必ず県庁貸出専用端末が必要となります。

・ 対象となる機器への保守契約が締結されていることが条件となります。

・ リモート保守環境の貸出しには各種申請書類の提出が必要となります。

・ リモート接続にて参照したデータの外部への保存やプリンタへの印刷は出来ません。

・ リモート接続中の操作に関しては、ログ保存されます。

（リモート保守環境内でログ内容を確認していただきます。）

・ リモート保守接続以外の作業（構築・導入テストなど）に関しては、従来通り現地での作業となります。
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